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情報通信審議会 郵政政策部会 

郵便局活性化委員会（第１０回）議事録 

 

 

１ 日 時 平成３０年９月１３日（木）１０時００分～１１時５４分 

 

２ 場 所 総務省１０階 総務省第１会議室 

 

３ 出席者 

 （１）構成員（敬称略） 

    米山 高生（主査）、東條 吉純（主査代理）、泉本 小夜子、石山 アンジュ 

    桑津 浩太郎、関口 博正、竹内 健蔵、横江 公美、横田 純子 

 （２）日本郵便株式会社 

    諫山 親（執行役員副社長）、小池 信也（執行役員） 

 （３）株式会社ワーク・ライフバランス 

    小室 淑恵（代表取締役） 

 （４）総務省 

    鈴木 茂樹（総務審議官） 

 （５）事務局 

   （情報流通行政局） 

    巻口 英司（郵政行政部長）、野水 学（企画課長）、藤田 清太郎（郵便課長）、 

    佐藤 健治（貯金保険課長）、増山 寛（信書便事業課長） 

 

４ 議 題 

 （１）前回会合での質問について 

    ・事務局 

 （２）関係者からのヒアリング 

    ・日本郵便株式会社 

 （３）有識者からのプレゼンテーション 

    ・株式会社ワーク・ライフバランス 

 （４）その他 
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開  会 

 

○米山主査  それでは若干時間が早いですが、全員そろったようですので、ただいまか

ら第１０回郵便局活性化委員会を開催いたします。 

 議事に入る前に、本日はカメラ撮りの申し出がありましたので、会議冒頭の部分を撮

影しております。ご出席の皆様におかれましては、あらかじめご了承ください。 

 よろしいでしょうか。それでは、この辺で撮影を終了してください。カメラ撮りのみ

で傍聴を希望されない方は、ご退室をお願いいたします。 

 なお、これ以降、傍聴席を含め、撮影はご容赦願いたいと思います。よろしくお願い

します。 

 

議  題 

 

  （１）前回会合での質問について 

     ・事務局 

 

○米山主査  それでは、お手元の議事次第に従いまして議事を進めてまいります。 

 まず、議事の（１）としまして、前回の委員会において、委員の皆様よりご質問いた

だいた郵便サービスを提供するに当たっての規制などの状況について、事務局からご説

明をいただくことにします。 

 それでは、説明をよろしくお願いいたします。 

○藤田郵便課長  おはようございます。郵便課長の藤田でございます。今日はよろしく

お願いいたします。 

 最初に、昨日、総務省は郵便配達を平日に限定する方向で検討しているといった一部

報道がありました件で、あらかじめ当方の見解を申し上げたいと思います。 

 当委員会において、郵便サービスの将来にわたる安定的な提供に向けた方策について

幅広い議論を始めていただいたところでございます。ご案内のとおり、報道にあるよう

な土曜配達廃止等の方向性で検討に入ったという事実はございません。総務省としまし

ては、郵便を取り巻く社会環境の変化を踏まえ、より国民・利用者のニーズに合ったよ

りよい郵便サービスが今後とも提供されることが重要と考えておりまして、委員会で丁
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寧な議論が行われますことを期待しているところでございます。 

 以上でございます。 

 それでは、主査からお話がありました前回の規制の仕組み、郵便の委託をするときの

仕組み、この２点ご質問がありましたと思いますので、それについて簡単にご説明させ

ていただきます。 

 事務局資料の１ページ目を見ていただきまして、郵便物はご覧のように種類がござい

ます。それぞれの種類、内容、形態、性質等により、料金に配慮を加えたり、取り扱い

を異にする必要がある観点から、一種から四種という種別を設けております。これは、

昔は五種という印刷書状とか広告郵便物という制度があったのですが、昭和４１年にそ

れが一種に統合されて以来、この４つの種別を設けられて今に至っているところでござ

います。 

 先に、この二種というのはいわゆるはがきのことでございます。三種というのが、社

会文化の発達に資することを目的に定期発行する定期刊行物でございまして、郵送料を

安くして購読者の負担軽減を図って、入手しやすくしようという目的で、日本郵便株式

会社が承認を行っているものでございます。四種は、ここにあります通信教育とか盲人

用点字郵便物等の特定の目的で国民の福祉増進に貢献するものでございまして、同じく

郵送料を安くしてサービスを提供しているものでございます。 

 それぞれにつきまして、大きさ、重さというものがございます。第一種郵便物は４キ

ログラム以下ということになっております。 

 料金の規制につきましては、三種と四種は、そういう福祉的、政策的な経緯で成り立

ったことも踏まえまして、総務省の認可になっております。一種と二種につきましては、

届け出になっております。説明申し上げましたその二種、三種、四種以外のものが一種

というくくりになっており、その一種の中には定形と定形外というものがありまして、

それも含めまして４キログラム以下が対象郵便物となっています。 

 そのほかに、国際郵便物というのもございまして、これは万国郵便条約に基づきまし

て、日本郵便は国際郵便サービスを提供することが義務づけられております。これは通

常郵便物であれば、２キログラム以下の書状が該当することになっております。 

 そのほか、郵便物の特殊取扱として、郵便法上は書留、引受時刻証明、配達証明、内

容証明、特別送達、５つの特殊取扱というのがございます。そのほかに任意の取扱とし

て、速達、代金引換郵便、年賀特別郵便というのがございます。 
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 これに関連して、前回の委員会で、郵便と荷物の区分について重なり合う部分がある

のではないかというお話をいただきました。制度的には、今ご説明しましたように、郵

便物の範囲はいわゆる信書に限定されておらず、荷物やサイズ、重量の条件を満たせば

郵便物として送付することが可能となっております。 

 その違いをもう少し詳しく言いますと、郵便につきましては現状４キログラムまでが

一種定型外郵便物となっておりまして、荷物と信書両方を一つの郵便物として発送する

ことができること、全国一律の料金で送付が可能といったことが特徴となります。荷物

の場合には、添え状や送り状を除いて、信書を封入して送ることができないということ

になっております。一方で重量、サイズや距離によって料金が変わるほか、収集の付加

サービスをつけることができるといった点が特徴として挙げられます。 

 これは郵便の成り立ちから見ましても、郵便というのは信書の送達機関を利用して他

の小型の物件も送達できるものであることから、信書の送達に支障のない範囲で、荷物

の送達も含めて郵便としてきているという経緯があるものでございます。簡易で迅速な

送達という利用者のニーズに応えるという郵便の目的に照らして考えれば、ある意味合

理的な仕組みで、実際荷物で出すのか、郵便で出すのかは、利用者の選択に委ねられて

きたものでございます。 

 国際的に見ましても、先ほど申し上げましたように、国際郵便条約で２キログラムま

では郵便物として、基礎的業務として、加盟国の中で提供が義務づけられているなど、

郵便における荷物の取り扱いというのは、国際的に見ても一般に認められているという

状況でございます。 

 ２ページに移っていただきまして、次に郵便サービスの概要でございます。郵便サー

ビスの引き受け等について郵便法上の規制がございまして、以下のようなものがありま

すので、簡単にご説明します。 

 まず、引き受けについてですが、随時かつ簡易な差し出し方法として、ポストの設置

が義務づけられております。これはどのような基準になっているかといいますと、日本

郵政公社法施行時のポストを維持すること。各市町村にまんべんなく設置すること。設

置に当たっては、常時利用できる場所、公衆の目につきやすい場所に設置することとい

った規制がございます。 

 また郵便局の設置につきましては、郵便法ではなくて、日本郵便株式会社法に記載さ

れているものでございますが、あまねく全国において利用されることを目的として、各
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市町村に最低１カ所以上郵便局を設置することとなっております。 

 料金につきましては、全国均一料金でなるべく安い料金ということが郵便法の第６７

条にございます。定形郵便物のうち、最軽量の２５グラム以下のものについては、総務

省令で定める額を超えないものであることとなっております。その省令に８２円と記載

しておりまして、定形郵便物は８２円以下ということになっております。 

 配達につきましては、週６日、原則１日１回の送達ということが郵便法上に明記され

ております。それから原則３日以内の送達、全国あまねく個別に宛て所に配達というこ

とは施行規則に記載されているものでございます。こういったサービスに関して、法令

上の制度が設けられているところでございます。 

 次のページに行きまして、そのような規制がある一方で、郵便局の業務という広い目

で見ますと、届出をすれば自由に業務ができるというものがございます。日本郵便の目

的を達成するための業務のほか、業務に支障のない範囲で他の業務を行うことができる

と会社法の第４条にございまして、それを営もうとするときには、あらかじめ総務大臣

に届ければよいということになっております。 

 具体的な届出業務の例として、記載がありますように、金融商品や宝くじ、保険の代

理販売、店頭での物品の販売等、ご覧のような様々なサービスが現在日本郵便の経営判

断として行われているという状況でございます。 

 次のページに行きまして、郵便サービスの収支に対する考え方というものも、法令上

記載されています。まず、郵便法の第１条に書いておりますが、郵便の役務をなるべく

安い料金で、あまねく公平に提供することによって、公共の福祉の増進を図るというこ

とを目的とすると記載されております。この「なるべく安い料金」というのは、できる

だけ業務を効率化して、事業の合理化を行い、経費節減し、それによって料金をなるべ

く安くすることが要請されていると解されてきております。 

 第３条には、そのような「能率的な経営のもとにおける適正な原価を償い、かつ、適

正な利潤を含むものでなければならない」と書かれております。つまり郵便事業という

ものは、荷物と郵便の収支を合算して黒字になればよいというものではなくて、郵便サ

ービスで収支が相償していることが郵便法上は求められているところでございます。 

 なお、三種、四種といった政策的に低廉な料金のものも実際は存在します。郵便の種

別ごとに原価を満たす料金が設定されることが求められているわけではございません。

郵便サービス全体として、収支が均衡するべきであるということになります。 
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 以上、制度の全般です。 

 もう一つ、郵便の業務の一部委託の仕組みについてご質問いただいておりました。郵

便の業務は、通信の秘密の維持等のため、適正確実に行われることが担保される必要が

ありまして、認可制が設けられたものと認識しております。まず郵便法に基づいて認可

を受けて委託するものと、別の法律で定めるところにより委託するものというものの２

種類がございます。 

 具体的には次の６ページに行きまして、具体的な法令を見ていただきたいと思います。

まず、郵便法の中では個別に認可をすることとなっておりまして、認可の基準というの

が、第２項の当該委託をしようとする特別な事情があること。当該業務を行うのに適し

た者であること。これらいずれにも適合するという条件を満たす必要がございます。 

 一方で、他の法律で別段定める場合を除きとあります。その他の法律というのは３つ

ございまして、７ページにありますこの３つの法律でございます。この３つにつきまし

ては、総務大臣の認可を受けた基準に従っていれば、会社が契約を結んで委託すること

ができるということになっておりまして、総務大臣の認可というのは基準を認可すると

いうことになっているものでございます。 

 最後のページに、具体的にどういったことを郵便法上個別に認可しているのかという

例を挙げております。現在運用されているものは４つございまして、離島における郵便

事務の委託、コンピューター郵便の作成等専門性を有する方への委託、といった４つが

事例となっているところでございます。 

 事務局からは以上でございます。よろしくお願いします。 

○米山主査  ありがとうございました。 

 ただいまの藤田郵便課長の説明について、ご質問・ご意見はございますでしょうか。 

 では、ありがとうございました。 

 

  （２）関係者からのヒアリング 

     ・日本郵便株式会社 

 

○米山主査  それでは続きまして、議事の（２）の関係者からのヒアリングといたしま

して、日本郵便株式会社から、社会環境の変化や利用者ニーズを踏まえて、日本郵便で

行っている取り組み等についてご説明をいただきたいと思います。 
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 それでは、日本郵便株式会社執行役員の小池様から、ご説明を賜りたいと思います。

よろしくお願いします。 

○小池執行役員  おはようございます。日本郵便の小池と申します。よろしくお願いい

たします。本日も前回に引き続きまして、このような機会を頂戴いたしまして、ありが

とうございます。前回８月３０日は郵便事業の現状について、副社長の諫山からお話を

申し上げましたが、その中で最後に米山主査から、サービスの提供の方向性、業務プロ

セスの改善といった新たな取り組みについて、次回ご説明ということで承っておりまし

たので、今回説明させていただきたいと思います。 

 本資料の位置づけとして、１ページをご覧になっていただきますと、このような形で

大きな内容を説明していきたいと思っております。 

 ２ページの目次をご覧いただけますでしょうか。大きく３つのパートでご説明をさせ

ていただきたいと思っております。まず、郵便の需要の拡大に向けた取り組み。２番目

に効率化の取り組み。３つ目に先端技術の活用の取り組み。これらの関係で日本郵便が

過去、現在行ってきた、それから今やっている、あるいはこれからどのようなことをや

っていくかといったことについてご説明申し上げます。 

 ３ページでございますけれども、日本郵便が現在提供しております送達サービスの概

要でございます。こちらを一言で申し上げますと、日本郵便はいわゆる信書、それと荷

物と両方送達サービスをしていると先ほど藤田課長からご説明があったとおりでござい

ますけれども、左側は郵便、すなわち信書を送達できるものでございまして、右側が荷

物、信書は送付できないということで簡単に整理をしております。 

 郵便は４キログラムまで送れるということですが、荷物として出すのか、郵便として

出すのかは、例えば追跡があるとかないとかといったことをお考えいただいて、ご利用

される方々にお選びいただけるということでございます。本日は、まず郵便のサービス

に焦点を当てまして資料を構成して、説明をしていきたいと思っています。 

 次の４ページでございます。こちらが本年５月１５日に発表いたしました日本郵政グ

ループのグループ中期経営計画２０２０から抜粋をした資料でございます。大きく申し

まして、社会・経済環境の変化、それからお客様のニーズに合わせまして、成長する荷

物分野の強化を図っていくといった趣旨でございます。本日はここにあります内容につ

きましても幾つか掘り下げてご説明をしたいと思っております。 

 ５ページ、１番目ですけれども、「郵便の需要拡大に向けた取組」ということで、郵
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便のご利用を広げて、さらに深める取り組みです。 

 ６ページでございます。まずはダイレクトメールの振興でございますが、電子メール

が普及をいたしましたとはいいましても、紙媒体のダイレクトメールは閲覧率、保存性、

行動喚起率が高く、その価値を広告主様に広くご理解いただく活動を通じて、ＤＭ需要

の掘り起こしをやっております。 

 具体的に申しますと、（１）全日本ＤＭ大賞ですけれども、実際にこれは企業様から

出されたＤＭの中からお選びして、これはというものを選んで表彰し、それを広報して

いるという活動でございます。 

 （２）ＤＭファクトリーですけれども、これは日本郵便のホームページに設けられて

おりまして、１年を通じてご利用いただけるものでございます。郵便はがきやチラシを

つかった販促のＤＭ、それから挨拶状などを作成できるサービスでございまして、様々

な文例ですとか図案、そういったものを取り揃えておりまして、ご注文はウェブで２４

時間できるということでございます。 

 次の７ページです。（３）デジタル媒体とＤＭの併用ということですけれども、これ

らを併用することで広告宣伝効果が上がる、高まると。広告メール、Ｅメールだけ送る

よりも、ＤＭも送ったほうが反応がよいといった事例を、マーケティングのコンファラ

ンスで説明するなどの活動をしております。 

 （４）ビジネスユースの拡大につきましては、例えば宛て名を書かなくても、その地

域の全戸配布ができますタウンメール、これも郵便でございますけれども、それを夏の

お便りのかもめ～るや年賀はがきを使う年賀タウンメールといったことで、利用勧奨を

行っております。 

 それから、８ページでございます。個人向けにお手紙を書いていただくという手紙文

化の振興でございます。特にデジタルネイティブと言われる若い世代につきましては、

本当に笑い話ですけれども、郵便番号の欄に携帯の番号を書いてしまうといったような

ことも現れているような状態でございます。本当にそのような状況でございますので、

手紙の書き方から教えていくということで、手紙の良さ、楽しみ、書く楽しみといった

ことを理解していただく必要があると思っております。 

 （１）にございますように、幼児向けのお手紙ごっこ、小・中・高校生の生徒さん向

け、それから大学生や新社会人に向けました手紙の書き方体験授業といったものを、当

社の社員、あるいは学校の先生方をご支援するなどしてやっております。体験授業につ
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きましては２０１１年から増加を続けておりまして、右側にグラフがございますが、こ

れは小学校の分ですけれども、全国の６割の小学校でやっており、さらに高めてまいり

たいと思っております。 

 ９ページは実際の手紙の書き方体験授業の教材の例でございまして、宛て名の書き方

のような一般常識的なことから子どもさんたちに理解してもらうように努めております。 

 １０ページでございます。一定程度手紙に親しんでいただいている方々に向けた施策

として、イベントやコンクール等を開催しております。なお、若干宣伝めいて恐縮です

けれども、今週末の１５日から１７日まで、東京駅前のＫＩＴＴＥで秋のメッセージフ

ェスタ２０１８ｉｎＫＩＴＴＥというイベントをやります。そういったイベントを通じ

まして、お手紙を書いていただく、親しんでいただくといった活動をやっております。 

 １１ページでございます。いわゆる記念切手、当社では特殊切手と呼んでおりますけ

れども、これらについても工夫を重ねている点をご紹介いたします。実際に切手を買っ

てくださるお客様を意識しまして、温かみのあるデザインを極力取り入れていく取り組

みを今後も行ってまいりたいと思います。左側の写真中心のものから、イラストを中心

にした例がございます。右側のおにぎりの形の切手や歌舞伎の四角ではない形のような

切手もありますし、それから夏のグリーティング、最近の切手ですとうちわや、半てん

のような浴衣型の切手も発売しております。 

 １２ページでございます。単に記念切手を発行するだけではなく、「Ｍｙ旅切手レタ

ーブック（九州）」といったようなもの、この場でも回覧をさせていただいて中をご覧

になっていただければと思いますけれども、こちらのスライドにもございますように、

これ１冊持っていくと、はがき、封筒、便箋、切手と全てそろっております。ペンだけ

持って行っていただくことで、旅先から手軽に手紙を書ける、送れるということでござ

います。こういった新しいチャレンジも引き続き行ってまいりたいと思っております。 

 １３ページでございます。年賀はがきにつきましてもこのような取組ということで、

我が国の伝統文化でもあります年賀状について少しでもご理解を深めていただいて、も

っともっとご利用いただきたいと考えてございます。若い方々にも親しみやすいキャラ

クターですとか、あとはアイドル、そういったデザインのはがきを発行いたしましたり、

特に来年用からは当選の商品の見直しや当選の率の見直しをして魅力を高めたり、ある

いは丸投げといったＣＭもございましたけれども、宛て名印刷もやっているといったこ

とでご利用をしていただきたいと思っております。 
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 また、日本郵便のキャラクターですが、ぽすくまというかわいらしいクマがいるので

すが、これも商品化をしておりまして、下に絵がございますけれども、ぽすくま郵便局

といったようなことで、ジ・アウトレット広島内郵便局といったことも取り組みまして、

郵便の利用を増やしたいと考えておるところでございます。 

 １４ページは郵便のサービスの改善の取り組みについてでございます。前回の説明か

ら少し追加をした部分もあるのですけれども、左の表でございますが、２０１４年の１

０月からＬＩＮＥによる年賀状作成サービスを開始しております。１５年の１２月から

は、相手の住所がわからなくても年賀状を送れるというサービスを開始しております。

それから２０１６年１１月からは、右側にも写真がございますが、ＬＩＮＥに郵便局

（ぽすくま）という公式アカウントがございまして、こちらで再配達受付などをしてお

りまして、現在１,０３６万の登録がございます。それから、新たな技術を取り入れて

いくという観点は後ほどもまた詳しくご説明いたしますけれども、ＩＣＴとの連携も今

後とも積極的に進めていきたいと考えておるところでございます。 

 １５ページです。郵便事業がＩＣＴと連携してどのようなサービス改善を行ってきた

のかといったことをまとめたものでございます。種々雑多なものが入っていて恐縮です

けれども、古くは昭和５６年から、ファクシミリを使ったレタックスというサービスを

開始しております。昭和６０年からコンピューター郵便といって、新しいサービスとい

うことで、磁気テープあるいはフロッピー（６１年）でデータを出していただいたもの

を郵便にして送るというサービスをやっております。平成９年からは追跡情報のインタ

ーネットでの提供を開始しておりますし、平成１５年からは再配達依頼のネット受付を

開始、こういったものは現在まで続いておるわけでございます。 

 また、新しいところですと平成２９年にはマイナポータル、これは政府のほうで主導

されているわけですけれども、そこに「ＭｙＰｏｓｔ」ということで、これは郵便のほ

うで提供しておりますメンバーになるサービスですけれども、それが連携を開始してい

るということで、引き続き国のＩＴの施策と整合した取り組みを進めていきたいと思っ

てございます。 

 １６ページでございます。つい先日９月１０日に発表したばかりですけれども、郵便

局の窓口でもクレジットカード、それから電子マネー等の現金以外の決済を開始すると

いうことで準備をしていくということでございます。オリンピック・パラリンピックを

見据えまして、２０２０年には１万局で導入予定ということを考えて、このような利便
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性向上も引き続き取り組んでまいりたいと考えております。 

 １７ページ以降は「効率化の取組」でございます。 

 １８ページでございます。受取利便性の向上ということで、ロッカーであります「は

こぽす」を現在約３００カ所設置しております。郵便局のほか、駅、スーパー、コンビ

ニといったところに設置をしております。このほかにまた差出人様と受取人様の双方が

ご了解された場合に、不在でも決められた場所に配達をするという指定場所配達を来春

から導入していく予定をしております。 

 それから、郵便受け箱の推奨規格も、なるべく持ち戻りとならないように、Ａ４サイ

ズ角２という封筒がありますけれども、厚さが３.５センチまで角２封筒で入るといっ

たような大型の受け箱の規格を当社のホームページに記載しておりまして、適合した商

品もホームページに載せております。引き続き関係業界と連携するなどで普及策を考え

てまいりたいと思っております。 

 それから、はこぽすの増備につきましては、このようなロッカーは自社だけではなか

なか限界があります。前回もこのようなご議論をいただいておりますので、他社との共

同利用といったことも視野に入れまして、現在検討を進めているところでございます。 

 また、前回の委員会で地域包括支援センターの話もいただきました。社会の高齢化等

の変化に合わせまして、受け取りの選択肢を増やすといったことは、お客様にも弊社に

も意義もありますし便利になるということでございますので、手順ですとかニーズとい

ったものを踏まえて、研究してまいりたいと考えております。 

 １９ページでございます。既に昨年の６月に行いました定形外郵便物の料金体系の見

直しでございます。こちらは定形外を規格内と規格外に分けまして、料金の違いを設け

ているものでございます。規格内ということで、下に小さい字で書いてございますけれ

ども、先ほど申しましたようなＡ４サイズが入るもので３センチ以内、重さは１キログ

ラム以内というものですので、こういった規格内が増えていけば持ち戻りも減りますし、

お客様も一回で受け取っていただける。それから弊社も一度で配達ができるといった、

それぞれ利点があるということで、このような料金体系をお認めいただいているという

ことでございます。 

 実際のところ、少し細かい数字ですが、ざっくりと見まして定形外の持ち戻りの率が

減っているのではないかと見ておりますので、一定の効果はあったのかなと考えている

ところでございます。 



－12－ 

 ２０ページです。ネットワークの再編ということで、全国に約６０カ所あります、地

域のハブとなる郵便局、その地域の元締めとなるような郵便局、大きな局がございます。

そういった局に極力仕分け作業を集中させることを主眼としてきておりまして、２０１

５年から２０１７年で１３局開局をしております。集約によって空きましたスペースは、

例えば倉庫に活用すると。営業倉庫だけではなく、実際にいろいろなソリューションビ

ジネスということでやっているようなこともありますので、こういった取り組みを進め

ておりまして、なかなかその効果がどのぐらいかというのは定量的にお示しをするのが

難しい点がございますけれども、例えば荷物が増えていくところに労働力を再配分する

といったようなことをしたりしておりまして、こういった集約化あるいは機械化の効果

というのは一定程度得られたのかなと考えております。 

 それから、前回の委員会でもマルチタスク化ということでお話をいただいたと思いま

す。一人の人がいろいろな担務分担で仕事をするべきだろうと。そのような点につきま

しては、例えば地域の大きなハブ局――地域区分局と我々は呼んでおりますけれども―

―こういった中では一つの部だけではなくて、その繁閑の格差に応じて、ほかの部にも

行って仕事をすると。あっち行ったりこっち行ったりしていろいろな仕事をやって、勤

務時間を有効に活用するということで共助・共援をやっているということでございます。 

 ２１ページでございます。従来事業所などを訪問して、無償で郵便物を集荷しており

ましたけれども、見直しをさせていただいているということでございまして、これも限

られた労働力を有効活用するという観点から、お客様のご理解を丁寧に得るように心が

けながら対応させていただいているところでございます。原則として郵便物の集荷はや

めさせていただくということになりますが、一部障害者の方ですとか高齢者の方など、

外出の困難な方につきましては引き続き集荷をできる限りさせていただくということで、

従来と変更はない予定でございます。 

 それから２２ページ、２３ページは前回のスライドと重複いたしますので、説明は省

略しますが、機械化や配達にかかる集配業務支援システムについて、このような取り組

みも従来からやってきているということで、ご紹介を改めてさせていただきたいという

ことでございます。 

 ２４ページからはまた大きなくくりですが、「先端技術の活用」でございます。これ

までご説明をいたしましたような様々な取り組みを行ってきたところですが、今後も社

会・経済環境が変わっていく中で、郵便サービスも提供し続けられるようにさらなる努
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力を続けてまいる所存でございます。技術の進展は、当然どのようなことが起きるかわ

からない部分が多くございますので、どのような社会に変わっていくのかなかなか予想

できない部分もあるのですけれども、新しい試みをいろいろ果敢に続けていきたいとい

うことで、作業もそれに応じて見直したいと思っております。 

 具体的には次の２５ページからご説明したいと思います。ドローンや配送ロボット、

自動運転の取り組みでございます。ドローンにつきましては、一昨年２０１６年度から、

残りの２つは昨年度から実験を開始しております。技術的、制度的には課題があり、社

会的に受け入れていただけるかという別の問題もありますけれども、先端技術を極力郵

便サービスに取り入れていきたいと考えております。 

 次の２６ページでございます。これは当社が現在注目している技術でございまして、

既に例えばロボットスーツ、自動搬送ロボット等につきましては、今年度も実証実験を

行っている、あるいはもう少しで行うという予定でございます。今後これらの技術の導

入が本当に可能なのかどうか、それから導入した場合どのような効果が出てくるかとい

うのは現状でなかなかはっきりと申し上げることは難しいのですが、郵便のサービスの

作業が世の中の動きから取り残されないようにということで、効率的にできるように、

引き続きアンテナを高くして感度もよくしていきたいということで、具体的にやってい

きたいと思っておる次第でございます。 

 ２７ページでございます。スタートアップ企業が有するさまざまなアイデアを吸収す

ることで、郵便事業の生産性を高めていきたいという取り組みでございます。今年度２

回目なのですが、真ん中にございますように、郵便物流のバリューチェーン全体をテク

ノロジーで変革するということをテーマにして、細かくはオペレーションの自動化・見

える化、郵便配達エリアの最適化とポスト内の見える化、それから郵便局間における運

送便ダイヤの最適化など、現在の作業を見直せるアイデアを掘り起こそうということで、

下にもスケジュール表がございますけれども、現在８月１９日に締め切ったものの審査

をしております。本来自力で、自社でこのようなことを全部やれればいいのですけれど

も、社外の英知も活用して、持続的な郵便サービスの提供に努めてまいる所存でござい

ます。 

 ２８ページ以降は参考ということですけれども、荷物分野の取り組みについて、一部

オーバーラップをするは部分あるのですが、説明させていただきたいと存じます。 

 ２９ページでございます。本年９月から実施を始めましたゆうパックのサービス改善
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についてまとめたものでございます。それ以降のものも入っておりますが、この秋に開

始予定のＷｅｂ決済型ゆうパックを、来年の春ごろには受取人様にメール等で連絡をし

て初回の受取日時や場所を変更できるサービスを開始する予定でございます。 

 ３０ページにつきましては、これは楽天様との連携ということで、ｅコマースでの持

ち戻りの削減に向けた共同取り組みとして、例えば出店をされている販売店の受取場所

として、全国２万カ所の郵便局を指定できるようにしたり、一回で受け取った場合のポ

イントを差し上げるといった対応をやっているところでございます。 

 ３１ページです。宅配事業者とＥＣ事業者の生産性向上の連絡会が５月から開催をさ

れておりまして、再配達の削減、生産性向上等につきまして、弊社も議論に参加をさせ

ていただいているところでございます。 

 最後３２ページでございます。手荷物の一時お預かりサービスでございまして、この

ようなものを郵便局で実施しております。右側の「ecbo cloak」については、昨年の社

外のスタートアップ企業様との連携の取り組み、先ほど今年第２回と申しましたが、こ

れは第１回で選ばれたものでございます。左側の京都中央につきましてはそれとはまた

違うのですけれども、観光客の皆様を念頭に置きまして、お荷物の預かりや宿泊施設へ

の配送をやっているということでございます。 

 資料の説明は以上でございます。需要が減るという郵便のサービスなのですけれども、

将来に向けた会社の取り組みとして、いろいろ意欲的なことを、効率化もしながらやっ

ていきたいということで、ご理解を深めていただければと存じます。 

 以上でございます。駆け足で失礼いたしました。 

○米山主査  ありがとうございました。 

 それでは、ただいまのご説明について、ご質問・ご意見がございますでしょうか。 

 はい、どうぞ、泉本委員。 

○泉本委員  ありがとうございます。５ページ、６ページでしょうか、ＤＭのお話があ

りましたが、ＤＭサービスですと、宅配業者が「これは郵便ではありません」と書いた

ものを送ってくるのが、昨今はそのようなもののほうが多いのではないかと思うのです

が。日本郵便でこのＤＭを喚起して頑張ろうというところで、どのぐらい伸びて、また

どのぐらいの売り上げがあるのでしょうか。 

○小池執行役員  すみません。手元にＤＭだけの数字を持ち合わせておりません。申し

わけございません。郵便でないＤＭというのも実はございます。それは信書に当たるか



－15－ 

どうかということでございますので、例えば宛て名が明確に書かれているとか、そうい

ったことをもとに、これは郵便です、信書ですといった場合は郵便で出していただく必

要がございます。そうでなければ、荷物としてほかのメール便のような形でも出してい

ただくと。 

○泉本委員  そうではなくて、ポストに入っているものが、日本郵便の郵便なのか、ほ

かの業者さんのものなのか、ほとんど区別つかないのです。だから日本郵便から来たも

のと、そうではなくて、「これは郵便ではありません」と書いたヤマトさんだとか、ヤ

マトではない宅配業者も多く、最近は種々雑多のものが送られてきます。そのように競

争が激しいと思うのですが、このような政策をやることによって、需要を喚起し、売り

上げが拡大できたのでしょうかという質問です。 

○小池執行役員  失礼いたしました。それは、需要喚起ができていると思っております。

といいますのも、ある意味日本郵便としてもＤＭというもので、要は企業需要といった

ものである程度やはり生きていかなければいけない部分がございますので、どうしても

個人間のお手紙だけでは需要というのはそんなに大きくないのではないかと考えており

ます。ＤＭの需要を喚起することによって、他社さんに流れるいわゆる郵便でなく出さ

れるＤＭというのも当然あるわけでございますけれども、市場全体のパイが広がれば、

当然日本郵便に出していただける部分も広がっていくと思っておりますので、そのよう

な取り組みは引き続き取り組んでまいりたいと考えている次第でございます。 

○泉本委員  すみません。追加でよろしいでしょうか。 

○米山主査  はい。 

○泉本委員  先ほどもお話の中にあったと思うのですが、「これは郵便ではありませ

ん」というダイレクトメールも、宛て先がきちんと書いてあるので私のところに届くわ

けですけれども、宛て先が明確であるから信書というのでしょうか。信書と荷物が一緒

に送れるのが郵便だという定義もあり、信書と言っているところがよくわからないので

す。送り状にも中身のことが書いてあって、誰々さん宛て、幾らです、と書いてあるも

のもあり、これは信書だと言えば言えそうなのですけれども、法律で言う定義と、実際

に一般庶民が捉えているもの、信書というのがどういうものなのか、厳格なものだとは

ほとんどの方は感覚なしで使っていると思うのですが。 

 それで、箱に入れたり封筒に入れて封をしたりすれば、お手紙を入れてもわかりませ

んよね。手紙を入れてしまったならこれはどういうことになるのでしょうか。要は、私
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は郵便法違反をしながら荷物を出しているのかなとか、何かそこがやはりよくわからな

いのですけれども。 

○米山主査  それは？ 

○藤田郵便課長  事務局ですが、どれが信書に当たるのかというのは、物を具体的に見

て判断するものであり、一般的にこういうものが信書で、こういうものは信書でありま

せんとなかなか言えないものでございまして、ある特定者から特定者に対して知らせる

ことを送っている。そういう公衆に向けて出していないという意味において信書という

のはございますが、そこを我々も問われたときは、物を見て判断するということになっ

ているのが、信書の考え方でございます。 

○野水企画課長  ちょっと補足させていただきます。信書自体の定義は郵便法に書いて

あるわけですけれども、今、藤田から申し上げたように、個別の判断になるところはご

ざいます。 

 ただ、一般的に申し上げまして、先ほどもご質問の中にありました荷物の中に入れる

添え状、これは信書であってもいいということになっております。ですから、荷物に添

えてこういう物品を送りますというようなものにつきましては、信書であっても荷物の

中に入れて送ることができるということになっております。 

 それから、宛て名が書いてあるものでＤＭのようなものに「郵便ではありません」と

して送られてくるもの、例えば町で皆さんに配っているようなチラシみたいなものがご

ざいますけれども、誰向けということではなくて一般に配られるようなもの、これは送

るときに信書ではなく、郵便物以外として送ることができると。これは、信書というの

は特定の受取人に対して差出人の意思を表示したり事実を通知したりするものというこ

とになっておりますので、そういう一般の人向けのものはこれに当たらないということ

で、判断しておるところでございます。 

○泉本委員  わかりにくいですね。ダイレクトメールって、別に要求しなくても、一方

的に送ってきますよね。どこからか入手した住所録で。 

 ということでなかなかわかりにくいなということと、先ほどのご説明から、荷物の中

に信書を入れてもいいということはわかりますが、そうではなくて、郵便と荷物という

区分けを今はしていますよね。そうすると、荷物には送り状を除いて信書が入れられな

いとおっしゃっています。そこのところがわかりにくいのです。でも実際には入れてい

る。荷物の中に手紙を添えていると。このときに、一般大衆は皆法律違反をしているの
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でしょうか。 

○野水企画課長  先ほどおっしゃられたように、荷物の中に入れてしまって実際に見つ

かるかどうかということはございますけれども、郵便以外の荷物という形で、添え状以

外の信書を送るということはいけないということになっております。 

○泉本委員  何となく信書の定義が古いのでしょうかね。時代と国民のニーズと何か必

ずしも一致していないのではないかなという気は少ししています。 

○野水企画課長  信書について、総務省としましても、先生はご存じないということで

我々の周知不足というところはあるかと思うのですけれども、ガイドラインをつくって

おりまして、こういうものは信書に当たります、こういうものは当たりませんというこ

とで、例示などをホームページにも出しておりますし、冊子をお配りしているところで

もございます。そうしたものをもっと皆さんにお知らせするように、今の話を聞いて、

我々も努力しなければいけないなというところは非常に深く思いました。 

○米山主査  よろしいでしょうか。 

○泉本委員  はい。 

○米山主査  では、横江専門委員。 

○横江専門委員  事務局の説明と絡むところなのですが、コンピューター郵便という話

がありましたが、私はコンピューター郵便というものがよくわからなくて、何が当たる

のかなというふうに日本郵便さんのお話を伺っていました。ここにあるＬＩＮＥの活用

といった部分がコンピューター郵便に当たるのでしょうか。それとも、また別のサービ

スがありますか。教えてください。 

○小池執行役員  お答え申し上げます。コンピューター郵便といいますのは、実際に物

で、紙でお届けをする郵便ですが、データを出していただいて、それを弊社で紙にして、

要は封書等に入れた形でお届けするものをコンピューター郵便と言っております。最近

はＷｅｂ郵便としてネットで出していただけるといったサービスですけれども、もとも

とは例えばフロッピー、磁気テープといったような形でデータを出していただき、最終

的に受取人様には紙で届くということでございます。ＬＩＮＥですとか、いわゆるＩＣ

Ｔの世界で完結するものについては、コンピューター郵便という言い方はしておりませ

ん。 

○米山主査  よろしいでしょうか。では、次。 

○横江専門委員  すみません。あと１つだけ。電報は最近、ネットで申し込めるように
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なっていますが、あれは郵便局のサービスではないのでしょうか？ 

○小池執行役員  レタックスというサービスでございますが、これは郵便局の窓口でも、

それからＷｅｂでも申し込みはできます。郵便局で出していただく場合には用紙がござ

いまして、そこに書いていただく、あるいは郵便局にて備えつけの文例をお使いいただ

ければ、それを郵便局間でファクスでお送りして、配達局にて例えば慶弔用の台紙に貼

りつけてお届け先にお届けをするというサービスがあります。それがレタックスでござ

います。 

○横江専門委員  ありがとうございます。基本的なことを知らないということがわかり

ました。 

○米山主査  それでは、先ほど手が上がりましたから、石山専門委員。 

○石山専門委員  ありがとうございました。冒頭事務局の方から郵便法について外部委

託の件も含めた、全部私がご質問させていただいたところだと思いますがご説明を受け

て、やはり環境変化によって、今の状況に合っていない部分で改正を検討すべき部分と

いうのも多々あるのかなと印象を受けました。 

 その中で、今発表していただいた郵便事業の拡大において、抜本的な改革だったり新

しい施策というものがこれからどんどんやっていかなければいけない中で、現行の郵便

法であったりとか規制制度というものによって、なかなか踏み込みたいけれどもできな

いものであったりとか、改正を抑止するものがあれば教えていただきたいと思います。 

○藤田郵便課長  それは日本郵便にお尋ねかと思いますけれども、そこは今、日本郵便

の中でご検討いただいておりまして、申しわけございませんが、改めて別の機会に日本

郵便のほうで整理されて、皆さんの議論を踏まえてお話しする機会を設けたいと思って

おります。 

○小池執行役員  私のほうからよろしいでしょうか。今回の委員会は、８月３０日の再

開後２回目と存じておりますし、前回諫山のほうからご説明させていただいたこと、そ

れから今回私からご説明させていただいたことなどを踏まえて、冒頭藤田課長からもご

ざいましたけれども、幅広いご議論をいただけるのかなと思っております。 

 プラス、日本郵便も日本郵便として会社のあり方、中期経営計画の抜粋もつけており

ますけれども、どういったことをやっていかなければいけないのか、今日ご説明をいた

しましたものなども含めていろいろ取り得る選択肢を考えておりますので、また社内の

議論も含めまして、改めてそういったお話をさせていただく機会ももしかしたらいただ
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けるのかなと思っておりますので、今のところ、「はい、これでございます」というの

は申し上げるのは難しいと思っておりますので、ご理解いただければと思います。 

○石山専門委員  ありがとうございます。 

○米山主査  よろしいでしょうか。同じく重なりますけれども、最初に藤田課長がおっ

しゃったように、幅広い議論とか丁寧な議論というのをしていますので、おいおいそう

いう方向性で進むこともあるということでご理解いただきたいと思います。 

 ほかに何かございますでしょうか。はい、それでは竹内専門委員。 

○竹内専門委員  ご説明ありがとうございました。これは日本郵便さんか、あるいは事

務局へのお尋ねになるかもしれないのですけれども、スライドで番号を言うと１９番の

ところに郵便受箱のお話が書いてあります。私が知らないということなのでしょうが、

郵便受箱というものは、設置義務とか、あるいは設置するに当たってどういう大きさ以

上のものでなければならないとか、あるいはその中に入れていいもの、いけないもの、

そういう何らかの規制なり制度なりがあるものなのでしょうか。 

 どうしてそういうことを申し上げるかというと、多分皆さんも迷惑していらっしゃる

と思うのですが、いろいろなチラシなどを放り込まれるような箱になっていまして、も

しきちんとしたものしか入れてはいけないとなると、おそらくそれらの投函物がＤＭに

形を変えることになってかなりの収益源になると思うんですね。今の郵便受箱には新聞

であり、信書であり、なおかつチラシは論外としても、いろいろな日本郵便以外のもの

も入っています。しかしこの点が 1つのビジネスチャンスにもなる気もするものですか

ら、郵便受箱に関する何らかの規制なり制度なりを教えていただければありがたいと思

います。 

○藤田郵便課長  先生のお話ですが、ご覧になった１８ページのところに郵便受箱の規

格というものがあります。これは郵便法の施行規則の中に郵便受箱の規格というのがご

ざいまして、縦２センチ以上にしてくださいということにしています。 

 ただ実際は、２センチだと最近は物が入らなくなるとか、そうした実態も出てきてい

るので、普及するのはそれよりも大きなサイズのものも出回っています。 

 あと、高い建物のときは、集合住宅のように１階に郵便受箱を設置してくださいとい

ったことも制度として設けております。 

○野水企画課長  すみません、補足します。郵便法で条文が設けられておりまして、階

数が３階以上の建物について、それ以外にも要件はあるのですが、基本的には３階以上
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の建物につきましては、出入り口の付近に郵便受箱を設置するということが義務づけら

れております。さらにどういう郵便受箱を設置すべきかということにつきましては、先

ほど藤田が申し上げたとおり省令で、受箱の口の大きさですとか、そういう規格が決ま

っております。ただ、こういうものを入れてはいけないとかそういうことは特に決まっ

ておりませんので、そこについての規制は、少なくとも郵便法上はないと。あまり迷惑

なものが入れられると、条例とか刑法とかそういった話があるかもしれませんけれども、

郵便法上の問題ではないということでございます。 

○米山主査  よろしいでしょうか。 

○鈴木総務審議官  一言追加を。私の知っている限りでは、アメリカでは郵便受箱の設

置義務があるのですけれども、郵便物以外に入れてはいけないという禁止の規定があり、

ゆえに新聞を入れられないので、新聞はぽーんと放り込むということになる。一方、日

本では、郵便受箱はさっき言った３階以上のところに設置義務があるだけで、一般の家

庭ですと必ずしも設置義務はなくて、ドアをがらがらと開けて「郵便でーす」というの

を昔からずっとやってきています。ダイレクトメールでも何でも入れられるようになっ

ている状況です。 

○米山主査  ありがとうございます。 

○東條主査代理  横江専門委員のお話とつながる質問ですが，私自身もあまり利用がな

いのでお伺いしたいのですが、１５枚目のスライドのＭｙＰｏｓｔという仕組みですね。

これは紙ではなくて、電子的に受領ができると。本人確認郵便などを電子的に受領がで

きるという仕組みですか。 

○小池執行役員  はい。 

○東條主査代理  そうだとすると、どれぐらい認知されているか。私は実は知らなかっ

たのですけれども、利用者は現在どれぐらいいるのかということも教えていただけます

か。 

○小池執行役員  利用者については、すみません、数字を持ってこなかったのですが、

現状ではあまり多くないと思います。まさに先生おっしゃいますように、ＭｙＰｏｓｔ

と申しますのは、諸外国でも既にこのような取組が始まっておるのですけれども、紙の

郵便物、先ほどのコンピューター郵便のように最終的には紙で行くといったものではな

く、受取人様にまさに電子メールのような形で、言ってみれば認証されたというか、あ

る程度の品質を確保された電子的な手段でお届けするというサービスになります。 
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 ですので、例えばマイナンバーカードで個人を特定された上で、先ほどのマイナポー

タルとの連携で申しますと、個人の確認ができた差出人が国あるいは自治体に申請をす

るようなものを、受け取る側が電子的に受け取るということもできますし、逆に自治体

からのお知らせも、あるいは会社さんからのお知らせも、個人の方に電子的に届くと。

その方用の電子郵便箱がございまして、そこに届くといったことができるという仕組み

でございます。 

 日本はやや後発であるのだとは認識しておりますけれども、どうしても世界的に見て、

信書、郵便物というお手紙自体は減ってきておりますので、そのような中でどういった

形で郵便の需要というものを維持できるのか、あるいは増加できるのかというようなこ

とで、ＥメールあるいはＳＮＳなどが普及する中でも、やはり郵便というある程度のク

オリティを持った上で電子的に受け取るということができないかということで、そのよ

うなサービスが各国で始まっていると、日本でも始めているということでございます。 

○東條主査代理  そうすると、個人間でこれを使おうと思うと、差出人側も受取人側も

登録をしておかなければいけない？ 

○小池執行役員  そういう形になります。 

○東條主査代理  公共料金の通知とか、いわゆる公益事業会社は登録済みで、受取人の

側が登録さえすれば、料金の通知等を受け取れるということですね。 

○小池執行役員  そうですね。はい。差し出しをされる会社様が、例えば請求書ですと

かそのような通知をご利用者にお送りするときには、おおよそ今紙で送られたりしてい

ます。一部クレジットカードの明細等をＥメールにすると、ポイントあげますといった

ようなことはありますけれども、それとはまた違った仕組みとして、ＭｙＰｏｓｔとい

うのを導入するかしないかというのを、会社さんにお決めになっていただいた上で、Ｍ

ｙＰｏｓｔを使うという会社が出てまいります。そのような会社さんが今何社あるのか

というのは、すみません、持ってこなかったのですけれども、会社としてそのような決

定をしていただいた上で、ＭｙＰｏｓｔという電子的な手段でお送りするというプロセ

スを踏まないといけないものですから、なかなか今現在では普及していないというのが

現状でございます。 

○東條主査代理  自治体はどのぐらい登録していますか。 

○小池執行役員  自治体も、会津若松市がそうした取り組みをされていますけれども、

その他はそんなに多くはないのではないかと。 
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○東條主査代理  そうですか。わかりました。結構です。 

○小池執行役員  すみません。宿題とさせてください。 

○米山主査  では、宿題ついでに。関連した追加の質問ですけれども、そのＥメールと

の決定的な違いというのはどの辺にあるか。これがとても大きいのではないかと思うの

で、それもあわせて回答をお願いします。多分信書法とのかかわりがあるのではないか

と思うので、よろしくお願いいたします。 

○小池執行役員  はい、かしこまりました。 

○米山主査  ほかに、よろしいでしょうか。ありがとうございます。 

 

  （３）有識者からのプレゼンテーション 

     ・株式会社ワーク・ライフバランス 小室淑恵代表取締役社長 

 

○米山主査  それでは、前回の委員会において、社会環境の変化に伴う郵便サービスの

安定的な提供と今後の検討の方向性についてお話がありましたが、社会環境の変化の一

つとして、特に働き方改革の進展が挙げられます。 

 この点から、本日はワーク・ライフバランス実現のためのコンサルティングを９００

社以上手がけていらっしゃる、株式会社ワーク・ライフバランス代表取締役社長、小室

淑恵様をお招きし、議事の（３）としてプレゼンテーションをお願いしております。 

 それでは、小室様、ご説明をよろしくお願いいたします。 

○小室代表取締役社長  ワーク・ライフバランスの小室でございます。どうぞよろしく

お願いいたします。今日は、働き方改革に注目をして議論をされる会ということで、お

招きいただきましてありがとうございます。私の資料は資料３になりますので、ご覧い

ただきながらお聞きいただければと思います。 

 今、大変多くの企業さんから働き方改革のご相談を受けて、業種・業界もさまざまで

すし、何万人という企業様もあれば、５人とか非常に小さな地方の中小企業さんという

ようなところのご依頼も今増えていまして、意外に思われるかもしれないのですが、労

働時間を減らした企業さんの売り上げは極めてよい、上がっているという状況がありま

す。 

 一昨日対談をした監査法人さんは、３年ほどおつき合いをさせていただいているので

すが、顕著な傾向として、産業医の方が産業医の部屋を訪れる社員が激減したというの
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で、もう以前だとひっきりなしにどなたかがいらしていたのが、今ほとんど来なくなっ

た。これも大きな変化を感じますよということを経営陣に産業医が言われたというよう

な変化があったり、離職率が低下したり、それから採用できる人の質と量が向上したり

というようなことと、企業によってはさらにその先の顧客満足度の上昇というようなと

ころにまでたどりついて、これは長期で取り組まれている企業さんにならないとそこま

でたどりついていないのですが、そうしたところも出てきているように感じております。 

 私自身は、今、郵便グループのかんぽ生命さんのコンサルティングも３年間行わせて

いただきました。今は社外取締役も務めさせていただいているのですけれども、かんぽ

生命も、今３年間連続で時間外が減少したりということをしています。今日は日本郵便

様ということで、本当に重要なユニバーサルサービスが安定して提供されるためにお役

に立てればと思っております。 

 資料を１枚おめくりいただきまして、目次のところに書かせていただきましたが、大

きく５点お話しさせていただければと思っております。１点目に、多種多様な企業で今

お取り組みいただいている内容で成功事例がありますので、ご紹介できればと思います。

２点目に、郵便局にも今２年間、コンサルティングに入らせていただいていまして、そ

こでの変化が、小さな変化なのですけれども、それぞれの局で出てきていますので、ご

紹介できればと思います。そこから郵便局組織の働き方の特徴と難しさというものを感

じたところもお話しさせていただきつつ、取り組みの提言やまとめというところをお話

しさせていただければと思っております。 

 次のスライドなのですけれども、取り組み事例をご紹介させていただきたいと思いま

すが、グリーンの文字で書かせていただいたように、取り組み前は、ほぼ全ての企業が

「うちの会社は特殊でして……」というように、うちの業界がいかに取り組み困難な理

由があるかということを列挙される傾向が大きいかなと思います。 

 ただ、取り組み始めますと、業界特有の事情がたとえ残業の理由の５割ぐらいを占め

ていたとしても、残り５割は自社、自チームに裁量のあることで残業になっているとい

うので、その仕組みだとか慣習だとか風土だとか、そういったものを見直していくだけ

で残業は半減するということに気づかれていきます。 

 大体残業時間が半減してくると、生み出された時間の中で、最も困難な業界特有の課

題ということに関してもさらに２ステップ目で立ち向かっていかれて、全部というわけ

にはいかないのですが、解決を進めていくという流れで、思考停止せずに少しずつ進ん
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でいるという事例が多いかなと思っております。 

 １つ目の事例で、かんぽ生命さんのスライドをご覧いただければと思います。かんぽ

生命さんは、一番上にグラフもありますように、毎年残業時間を減らすということが結

果的にできていまして、取り組み前の状態から比べると、現在４３％の削減という形で、

定量的な残業時間の変化も起きています。 

 やられたことは多方面わたるのですけれども、非常に経営トップの強いコミットメン

トのもとで、全管理職への働き方改革の、自分のチームに働き方改革を進めるためのリ

ーダーの研修ということをしまして、全リーダーが自分のチームに持ち帰って、下の四

角の枠の５行目あたりにあるかと思うのですが、朝夜メールという手法なのですけれど

も、朝、自分の仕事内容を１５分から３０分単位で書き出して上司・同僚にメールで送

る。それを夜振り返って、どこがずれて何が原因だったのかということについてその振

り返りを送るということを、朝と夜に２回ずつ各メンバーが繰り返して、それを持ち寄

ってそのメールを分析すると、企画チームなのに企画に割いている時間が８％とか、ほ

とんど企画できてないじゃないか、何部なんだのようなところがあったりして、そうす

ると会議ばかり６０％やっているぞとか、そういった内容を振り返ることができて、そ

れに対して、では、会議をどうやって短くしていくかというようなことを解決していく。

そういう手法を各チームがどんどん進めていくというようなことをされました。 

 また、四角の枠の下から３つ目ですけれども、ＡＩの利用ということで、まだ道半ば

ではあるのですが、かんぽ生命においては保険の支払い業務というのが大変複雑で、十

年選手でないとできない仕事なのですけれども、これを今ＡＩに２年間読み込ませ続け

まして、十年選手と同じような回答が数十秒で出せるという状態になり、これはベテラ

ンでなくても対応ができるという状態になってきて、全体でいうと対応時間が４分の１

ぐらいに減ってきているという状態になってきています。 

 また、来年の春から法律の改正で施行される勤務間インターバルに関しても、前倒し

で施行されていたり、三六協定を毎年１０時間ずつ引き下げていったりというようなこ

とも既にされているという形で、浮いた残業代の部分をそのまま会社の利益にするとい

うことではなくて、それを社員のｅラーニング費用に、今まで社員は自己負担でｅラー

ニングを勉強していろいろなスキルを身につけていたのですが、それを会社負担という

形に切りかえて、よりスキルが上がって成果が上がりやすくなるような循環を生むよう

な形に持っていっているというのが、かんぽ生命さんの事例になります。 
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 次がシップスさん。アパレルの洋服も２１時ぐらいまで店舗がやっていますので、非

常に店舗を抱えている業界として、小売りとして、難しい背景を持っていらっしゃる会

社さんかなと思うのですけれども、シップスさんもここ３年ぐらい一緒にお取り組みを

させていただいています。 

 先ほどご紹介した朝夜メールの後に、シップスさんはそれを２週間に一回ぐらい「カ

エル会議」という名前で、各チームで朝夜メールを振り返りながら、このチームの課題

は何だろうかということを話し合うことを各店舗ごとに、店長とメンバーでやっていら

っしゃいます。 

 右側にグランフロント大阪店という店長さんの写真が入っているかと思うのですが、

そこの吹き出しにあるように、私どもが最初研修を始めたときに、店長が真っ先におっ

しゃっていたのは、「うちの残業はお客様のためにやっているから、減らすのは難しい。

それから、スタッフは多分お客様のために喜んで残業をしていると思う。仕事が好きだ

から」と言っていたのですけれども、その吹き出しの中にあるように、店長が実際にカ

エル会議をチームメンバーとやってみたら、お客様のためにやっている残業よりも、店

舗スタッフ同士のコミュニケーション不足だとか、店長のマネジメント力不足で起きて

いる残業のほうが結果は多かったということがわかりまして、それに対して、上の４行

書いてある黒い文字のところの②のところですけれども、問題の発見と対策を繰り返し

てやっていきました。 

 一例として印象深かったのが、アパレルの店舗ですと、開店前にお掃除をするという

のが慣習というか、成り行きで決められているわけでもないのですが、必ずやるものだ

と思っていたのですが、それが大体タイムカードを切る前にサービス残業的に皆さんで

やっていたというのがありました。そうした時間を、その掃除に充てるよりも、この天

気とこの季節だったらどういうふうに服を売るのがいいのかということを、店長とメン

バーで朝１０分でも２０分でも打ち合わせをしたほうが売れるのではないかという話が

このカエル会議で出てきまして、掃除ではなくて打ち合わせの時間に変えて、掃除は１

日の中で時間を区切って、エリアを区切って、４分の１ずつ店舗を掃除するというふう

に変えたところ、店長のノウハウがメンバーに、毎朝季節とその日の天気によってこう

売るというノウハウを毎日レクチャーすることができて、売り上げが大変増加しました。 

 店長もそれまではプレーヤーの一人になって店に張りついてしまっていたのですが、

そういうノウハウを教えることが大事なんだということが、これにより売り上げが上が
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るんだということがわかるようになって、店舗スタッフを育成することに優先順位、所

要時間を割くようになったという形で、結果は一番下に書かせていただいていますが、

売り上げは５億増加しまして、深夜は３８％残業削減、残業全体で言うと２５％削減が

できました。かつてと比べると、年末年始のセールの時期も含めて、８０％以下の時間

で今まで以上の売り上げを上げて、グランフロント大阪店では今年の２月には残業ゼロ

を一回達成しているという状況もあります。 

 その次のスライド、エムワンという会社さんは、三重県のたった５８人の調剤薬局の

会社さんです。今、三重県は県庁が、県庁職員の働き方改革も熱心にやっているのです

が、県下の企業を毎年四、五社選んで、そこを県の費用でコンサルティングを入れて、

その成功事例をつくって県内に広めていくということをやっています。 

 エムワンさんも、先ほどから出ている朝夜メールやカエル会議というようなことを愚

直にしっかりと進めていかれたのですが、１店舗あたり５人か４人ぐらいしかいない、

そういう店舗が七、八店舗あるというような会社さんですので、店舗ごとはとても小さ

いのですけれども、その店舗の中で店長しか持っていないスキルがあって、店長は３６

５日休めない、いつも休暇がとれていない店長と、店長が何でもやってしまう、兼薬剤

師で何でもできる。 

 これにより、ほかのメンバーが育たないということが起きていたのですが、スキルマ

ップをつくりましてスキルの洗い出しをし、業務共有をやりまして、店舗なので椅子も

なくて、調剤室の調剤をつくる台の上で皆さんでカエル会議をされたのですけれども、

そのような中でも一番下の枠の中に書きましたように、全員のスキルアップができたこ

とで、医薬部外品の売り上げ２３０％、有給取得数は３５２％。この翌年ぐらいから出

産数が２.５倍になっているんですね。結婚数も２倍になって、これは本当に三重県が

喜んでいるのですけれども、三重県は今、県全体でも過去最高の出生率になりました。 

 その結果をさらにその翌年の採用の際にアピールをしたところ、それまでは年間を通

じて３３人エントリーシートが来るというのがやっとで、しかも内定を出しても辞退を

繰り返されるという形だったのですが、２カ月ぐらいで１６８人のエントリーがありま

して、１１人に内定を出したら内定辞退がゼロでした。その１１人のうちの３人は、大

阪の企業を蹴ってこの三重の５８人の企業に来てくれたということで、学生をヒアリン

グしてみると、やはり会社説明会のときに、本気で働き方改革をやっているというのと、

社員の結婚とかそういうハッピーな話題が増えているのが、説明している側の社員の方
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にもハッピーな感じがすごく出ていて、入社したいと思ったなんていう意見が出ていま

した。 

 次のスライドが、三菱地所プロパティマネジメントさんという、三菱地所系のビルの

テナントに入っていただく営業をしているという会社さんです。この会社さんも、入っ

たときはすごく大変でしたというか、コンサルタントは敵が来たような勢いで攻められ

るぐらい、働き方改革なんて誰も望んでいないみたいなことを言われる、大変ハードな

２４時間働きます風の会社様だったのですけれども、変化としては非常に大きかったか

なと思います。真ん中にグラフが入っていますが、時間外労働３０％削減されて、営業

利益が１８％上がりました。 

 やったこととしては、本当に朝夜メールをやり、カエル会議をやり、チームごとに残

業になっている理由を一つ一つ解決していく。それから、途中ですばらしかったなと思

ったのが、こういう取り組みをして残業代減らすつもりなんでしょうといった社員の反

発があったときに、当時は千葉社長だったのですけれども、コミュニケーションをとり

に各チームのところにランチをしに行って、そのランチの面談の中でフリートーク会と

いうのをやって、その中で、本気で残業を減らしてほしいんだよ。それは、別に残業代

のことじゃなくて、働き方を変えることにつながるからやってほしいんだと。仕事に対

する考え方自体を変えて、新しいもので収益を生み出すという発想になってほしいから

やっているんだというようなことを膝を突き合わせて話をされて、意識改革をみずから

働きかけていらっしゃったなと感じています。 

 また、上の６行目あたりに、７として赤い文字で「ワークスタイルチャレンジ表彰」

と書いてあるかと思うのですが、これは前年度の減った残業代を原資として、その年の

残業時間が２０時間を切ったチーム、そして有給消化が８０％以上クリアしたというチ

ームには、１人６万円支給するということを２年間やられました。これによって、生産

性を高くしたチームのほうがお金でも得をするんだという意識づけをすることによって、

自分の意識も変えていこうというところが皆さんに進んだかなと思います。 

 下のオレンジ色の枠の一番上の行ですけれども、この浮いた１億８,６００万円を、

全額社員に還元しています。また、今年の春のイベントで、右上に入っているグラフが

あるかと思うのですが、これを社長が社員と家族が来るイベントで発表したのですが、

これは何かというと、２０１５年の残業代に比較して、今後減った部分、薄い紫色の部

分ですが、減った部分のコストというのは、全て２０２２年まで還元し続けますという
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宣言をしたんですね。こんな宣言なかなかできないかと思うのですけれども、安心して

その手取りが減っていくというような不安感、これは本人以上に妻がそう言っているん

ですといったケースもあったのですけれども、家族も集まるイベントで、そういうこと

ではないんだということを発表されました。 

 そうした中で本質的な仕事のやり方を変えてほしいんだということを繰り返し言って

いたところ、右下に「コトフィス」というイラストが入っているかと思うのですが、こ

れは一番変化された営業部さんが最終的に考え方ががらっと変わってきまして、自分た

ちはビルのテナントを売る仕事だと思っていたけれども、今後入る企業側のニーズも大

きく変わるのではないか。子連れで出勤する女性が増えてきたりするのではないか。例

えばインフルエンザ等がはやると、うちの子は元気だけど休みということになってしま

うと。こういうような場合に、連れてきた子どもと一緒に仕事ができるようなスペース

を共有のエリア、真ん中につくったら、入るテナントさんが喜ぶのではないかというこ

とで、本来ならば売りたい床の部分をこのコトフィスにして、それが付加価値となって、

従来よりも高いテナント料でも、テナントが全部埋まったということが起きました。 

 今後、何で儲けていくのかというのを、床面積で売るのではなくて、こういった企業

の働き方改革にも寄与するようなオフィスを提供することというのが、自分たちの新し

いビジネスなのではないかというふうに発想の転換が起きたところが非常に素晴らしい

取り組みだったかなと思っております。 

 次が、ジャパネットホールディングスさん。通信販売で有名なジャパネットさんです

けれども、取り組み、小さくて見づらいと思いますが、たくさんこの５年ぐらいで非常

に多くやられているのですけれども、印象的だったのが、長崎がもともとの拠点の会社

様ですので、そこにコールセンターがありまして、土日が書き入れ時ですから、なかな

か土日休むということができない仕事柄です。だからこそ、長崎のコールセンターは１

６連休とれるようにしようという思い切った施策をしました。創業の社長様ではなくて、

今、息子のご長男様が社長をやっているのですけれども、その方に引き継がれた年から

この１６連休というのを始めて、東京の拠点も９連休としました。 

 これは、１つにその人しか知らない仕事、その人しかできない仕事という属人化を排

除することにもつながったそうです。 また、意外だったのが、長男に引き継がれた時

点でかなりの多くの商品数を扱っていらっしゃったのですけれども、１０分の１以下に、

８,５００商品あったそうなのですが、今、６００商品に絞って減らしたのだそうです。
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逆にその一つ一つの在庫をきちっと持ったりだとか、紹介動画をつくるということをや

って、そのほうが売り上げも利益率もどちらも上がったということが起きました。 

 また、整理整頓というので７０トンの断捨離をしたそうです。これをしたところ、そ

れまで探す時間が膨大で、もう見つからないので結局違う新しい資料をつくる時間が起

きていたものが激減したりだとか、整理整頓されていないことによってミスが発生する

というようなものも激減したということが起きました。 

 結果として、その取り組みのビフォア・アフターで真ん中にグラフが入っていますが、

３０％残業時間削減して、売上高ずっと増加しているというのと、お客様満足度、これ

が一番すばらしいかなと思うのですけれども、きちんと１６連休なり９連休なりという

ことをやったことというのが、従業員にとってもここの職場でずっと働きたい、だから

最高の受け答え、サービスというのをしていこうというような状態になったことが一番

大きかったかなと社長は振り返られていましたけれども、こうした満足度の向上という

ところにまでつながっていらっしゃいます。 

 次のスライドが愛知県警さんなのですけれども、愛知県警さんでは、暴力団対応の刑

事部門と、それから少年課さん、遺失物係などの大変残業のもともと多かったところを

担当させていただきました。ここにグラフがないのは、そもそもビフォアの残業時間を

とっていなかったからです。時間としては激減したというところがあります。 

 左の真ん中あたりに書かせていただいたように、限られた人数での効率的な捜査をす

るには、情報の共有が一番重要だというところにたどり着きました。パソコンが１人１

台もなくて、捜査がパソコン不足で進まないといったこともよく起きていらっしゃいま

した。それぞれの捜査員がきちんと休めるようになりまして、きちっと有給などをとっ

たら、一番下の行に書いたのですが、検挙率は実は抜群に上がったということが起きた

んです。 

 この背景には、人の集中力は朝起きてたった１３時間しかもたないということがもう

脳科学上解明されていまして、厚労省のガイドラインにも載っているのですけれども、

１３時間を過ぎたら酒酔い運転と同じ集中力しかないというので、大体５時、６時に起

きた方であれば、夕方の６時から７時には終了しているんですね。そういう時間帯に仕

事をするのでミスが出てしまう、ミスをまたカバーするのに時間がかかるというような

悪循環がぐるぐる回っています。 

 特に警察組織で起きていたことは、その右側に真ん中で赤い文字で書きましたが、当



－30－ 

直明けの人が誰だか見た目ではわからないので、つい今日出勤してきたのだろうと思っ

て仕事を頼み続けてしまうということが起きていましたので、当直明けの書類を書いて

いると次の仕事を頼まれてしまうということが起きていたので、当直明けの人は当直終

了というバッジをつけて、書類を書いて帰るというふうにしたところ、きちっと当直明

けには帰るということができるようになって、事犯処理件数は４割増しながら、夏季休

暇が約３日増やすことができたというようなことができました。警察組織は考え方が大

変最初固くて、今の手順を変えてはいけない、全部指示どおりにやらなければいけない

という考え方がなかなか変わらなかったのですが、まずやってみるという発想、このチ

ームだけでトライしてみるという発想に少しずつ切りかえていったところから幅広いア

イデアが生まれてきて、効率化というところがやっと進んだ。最初はそこの考え方が一

番のハードルとなって、なかなか進まなかったというのがありました。 

 次に、佐川急便さんの事例になりますけれども、佐川急便さんは人が集まらないとい

うことで大変悩んでいらっしゃいまして、茨城の潮来営業所では、全く人が採用できま

せんという状況に一時期陥りました。そのときに、２トントラックを軽トラ３台に変え

ることにしました。 

 というのも、２トントラックが運転できる長時間働ける男性求むといった形の求人を

しても全く来なかったのですが、軽トラに変えて、そしてシフトも先発・中継ぎ・抑え

というふうに３つに分けまして、そのどれかのシフトに入れる人ならオッケーだよとい

うような求人の仕方にしたところ、介護理由で午前中しか働けないとか、ちょっと子供

が大きくなったんだけれども、夕方のほうだけ働きたいとか、様々な方が応募してきて

くださって、現在では採用には全く困っていないという状況で、女性の採用率が２６％

から３４％に上がったということが起きました。 

 その結果、一番下の枠の中ですけれども、先発・中継ぎ・抑えで仕事をしていこうと

すると、その顧客情報を共有するということがキーになります。１人で全部面倒見るわ

けではなくなってくるので、そのときに情報共有の仕組みをきちっとつくったことで、

結果として顧客の件数は増加しました。トラックでは入れない地域や個人宅のところに

営業活動ができるようになって業績が向上したり、結果として残業時間の減少と有給５

日以上取得という方の割合が増えたというので、今、６５の営業所でこの潮来スタイル

というのをもっと広めるということをやっていらっしゃいます。 

 次に、大塚倉庫さんなのですけれども、大塚倉庫さんは倉庫業なのですけれども、最
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初に持っていた大きな危機感としては、倉庫業、物流業として、トラックドライバー不

足ということが、今後この物流業界にとって大打撃になってくるだろうと。 

 トラックドライバーは大塚倉庫さんの社員ではありません。他社の社員なのですけれ

ども、彼らが長時間労働で疲弊してドライバーが辞めていってしまうと、この業界が成

り立たなくなるから、従業員ではないのだけれども、彼らの残業時間を減らすところか

ら始めようというふうにおっしゃって、それまでトラックドライバーさんは、翌日の朝

一番の荷積みをするためには、前日の夜の仕事が終わったらまず倉庫の前に車をつけて、

リアルに車を置いて順番待ちをしないと翌朝積めないということで、車中泊をして翌朝

一番の荷積みをする。一番に荷積みをしないと一日のスケジュールが狂うということが

起きていたんですね。 

 この車中泊の時間というのは休憩にカウントされて、残業代ももらえてなかったとい

う、これがやはり家族と寝られないので大きな負担ということで、トラックドライバー

を辞める方が多かったのですけれども、これを予約制という形にしましてスマホから１

０分単位で９時から９時１０分というような枠を予約して、荷物の内容は何というもの

を登録するというふうにしました。 

 この予約制は簡単なものですから、前からできたじゃないかと思うかもしれないので

すが、これは倉庫業がドライバーに上下関係を理解させるために待たせるという、そう

いう慣習だったそうです。こうやって待たせることによってその上下関係を強く意識さ

せるということが、かつての考え方だったそうですが、そういうことをやるからドライ

バーがいなくなってしまうのかなということで、こうした予約の仕組みを入れて、かつ

荷物内容を事前に入れてもらうことにしたことによって、倉庫側では今まで来たトラッ

クの中に何が積まれているかわからないので、来たのが、４階に運ばなくては、これは

１階だったというような形で非常に右往左往していたのが、もう事前に何の荷物が何時

に入庫されるかわかるので、それを搬入する機械も準備して待てるという形でお互いの

効率が非常に上がって、ドライバーの待ち時間が６５％削減できたという成果が出まし

た。 

 今は大塚倉庫さんは全国に拠点があるので、台風だとか災害だとかが起きたときにそ

れぞれの倉庫がてんやわんやになるので、このいろいろな取り組みをして人員を浮かせ

て、その浮かせた人員を災害が起きたときの支援チームという形で、いつでもベテラン

が駆けつけるということをやったことによって、全国の拠点の生産性も上がっていらっ
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しゃいます。というのが、民間の企業の事例でした。 

 次のスライドのところから、郵便局の働き方改革についてなのですが、あまり知られ

てなくて驚きました。今回の打ち合わせのときにも、郵便局さんが働き方改革、こんな

にやっているんですよと言ったら、ご担当の方に驚かれたということがあって、あ、知

られていないんだと思ったのですが、実は、その次のスライドを見ていただければと思

いますが、スライドのナンバー１３番のところです。 

 既に２０１６年度から取り組みを始められていまして、まず初年度は弊社がやってい

るワーク・ライフバランスコンサルタント養成講座というのを人事の方、人材研修室の

方が受けに来られて、社内でコンサルティングを進めていかれる方を内製するというこ

とを始められています。そして毎年毎年受講は続けられながら、２０１７年からさらに、

下のほうに「モデル局での取り組み」というのが上から４段目のところにあるかと思う

のですが、まず小さく始められていっています。 

 これが、第１期においては、まず３局始められて、２０１８年にはさらにモデル局５

局が開始されて、後半から東北で自発的に６局取り組みが始まっていらっしゃるので、

今、合計１４局で取り組みを進めていらっしゃいます。また、トップメッセージも２０

１７年の上期にしっかりと出されたことによって、社内にも働き方改革の気運というも

のが高まってきていらっしゃっています。 

 具体的な取り組みを次のスライドに挙げさせていただきました。私たちが印象深かっ

た３つの郵便局さんの事例を掲げさせていただきました。川崎大師のところ、整理整頓

に取り組まれて、倉庫を商談スペースに変更されました。商談スペースにして、そこを

保険などの商談をするプライベートの話が聞ける場所にしたことによって、１週間で年

間売り上げ目標の１５％の保険を成約することができたというぐらい、劇的に売り上げ

を上げられました。また、局内のレイアウトを見直されて、郵便窓口を２つから３つに

増加されて、今、期間雇用社員の超勤はほぼゼロというところにまで進んできています。

何か整理整頓と聞くと、そんな単純なと思われるかもしれないのですけれども、今、各

局どの局も見てもこれは大きな課題といつも思っております。 

 それから２つ目、利府郵便局なのですけれども、勉強会を開催されまして、保険など

のかんぽやゆうちょは、そことの連携の中で売っていく商品があるわけですけれども、

知識不足でなかなかノルマが達成できないという中で、それをカバーするためにさらに

残業という形になっていたのですが、その勉強会を実施されまして、その中でガン保険
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の売り上げが５７２％の売り上げに増えたり、物販も１２１％というような形で伸びて

いらっしゃいます。また、業務事故件数が６件から０件に減ったり、超勤も１１％削減

されています。 

 また豊島郵便局さん、定量的な変化が出たわけではないのですけれども、考え方をす

ごく変化されたなと感じました。伺ったとき最初におっしゃられたのが、「僕たち指示

待ち文化なんで」というふうにご自身でおっしゃっていてびっくりしたのですけれども、

なかなか自分たちで勝手に解決策を考えたり、何かやったりしてはいけないと教えられ

ている文化なんですよとおっしゃっていたのですが、後半はどんどん何をこの局の中で

変えていったらいいのかということを、アイデアを出されるという形に変化されたかな

と感じております。 

 次のスライドです。そこから感じた郵便局組織の働き方の特徴と難しさということを、

スライドの１６ページにまとめさせていただきました。 

 まず、先ほどのプレゼンの中にもありましたけれども、拠点の多さ。これは法律的な

制約があって、非常に拠点が多くあるところが一つまずその生産性を落とす大きな要因

になっているかなと感じています。 

 それから２つ目に、共働き世帯がこれだけ増加しているのですけれども、受け取るこ

とが非常に困難になっている背景の中で３日以内に配達という法的な制約があり、そし

て法律で、土曜日も含めて１週間６日以上営業ということが義務づけられていて、かつ

休日出勤した分のコストが郵便料金に乗せられない仕組みになっている。そうすると、

局で何が起きるかというと、残業代のつかない管理職が出ようという話になってきまし

て、結果管理職は土日出勤が大変多いという印象なので、若手ほど管理職にはなりたが

らないという悪循環が起きています。 

 また４つ目に、本社決裁スピードの遅さ。これは各拠点でモデル局がいろいろと取り

組んでいこうとしたときに、タブレットがもう一個あったらいいなとか、ちょっとした

ものがもう少し増やせたら効率が上がるんだけどというようなことをもっと本社に言え

ばいいのにと申し上げたら、本社は、ここ１局の要望をのんでしまうと、２万局に平等

に、全国に差のないようにということが前提にあるので、２万局にタブレットを配らな

きゃ、ＰＣ、ＰＯＳを全部置かなきゃとなるのでそれはできないとなって、膨大なコス

トになってしまうから結局できないという結論になるんですよというお話でした。実際

そういうことが過去多々あったようなのですけれども、大規模局ほど、その経験の中か
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ら指示待ち文化になりがちだったなということを感じました。小規模の局はあまりそう

いう傾向がなくて、そもそも地元の方が中心でやられていたりするので、何かやろうと

思ったらどんどんと進められて、成果が比較的出やすかったなというところがありまし

て、同じ局同士ですので、そういった各局の特色を生かした形でできるようにしたらい

いのではないかと感じました。 

 ５つ目、異動が多いというので、これはノウハウが極めて属人化しているのに、二、

三年で異動という形になるので、異動とともにノウハウが消失していくということ、こ

れは霞が関も一緒だと思いますけれども、常に起きていたなと感じています。 

 そして最後ですが、有給休暇をとろうという計画は年初に立てているんですけれども、

結局とれなくて３月にしわ寄せになっています。３月は決算期で、決算上大変仕事が多

い月なのに、ここでも年休消化せよと言われるものですから、３月に休む人が増えると

３月に人手不足になるという本末転倒になっていて、閑散期である４月に本来は消化し

たいということなのですが、４月は年休が消化できない月で、この月に付与するから今

月は消化しないでねという仕組みになっているので、一番消化しやすいときに消化でき

ないという、ちょっとこれはもったいないなと感じました。 

 一番下の枠に書きましたように、総じて外的要因が多いから自分たちでは変えられな

いんだというような思考停止が起きているように感じております。 

 そのほか問題というのが、スライドの１７ページに書かせていただきました。研修が

多過ぎるかなと思います。本社・支社・エリア、それぞれで研修を企画して、不祥事や

売り上げ不振のたびに増えていって、さらに業務圧迫をし、研修数の上限が決まってい

ないということと、日程が急に来るということがありました。 

 それから、商材が多過ぎて、はがき、切手、保険、荷物、お中元のチラシで、カウン

ター周りがハウルの動く城みたいな状態にいつもなっているように見えました。 

 それから、車両管理がアナログ過ぎるかなと思いました。どの車両が何時に戻って、

積み荷がどれぐらい空いているのかというのが把握できないので、次にどの荷物を乗せ

て連携できるのかがわからない。だから車両が足りないという状態で効率的に配達がで

きていませんでした。 

 そして４つ目ですけれども、共働き夫婦と郵便局の接点がない。私も共働きの夫婦で

すけれども、いつ郵便局に行くんだろう、その口座を持ったりするということも接点な

いままにずっと来ていましたが、そういう夫婦が増えていることによって青壮年層との



－35－ 

接点が減る一方、そこにゆうちょ・かんぽの商品販売を委託されていますので、新規の

ない中で高齢者に繰り返し販売するという状態になっていて、達成できないので、訪問

回数ばかりが増加するという状況になっていたなと感じています。 

 そこで、取り組み提言なのですけれども、難しい点も多々ありますので全部が解決で

きるわけではないと思いますが、５点書かせていただきました。 

 １点目、再配達を減らす取り組みの強化。これは先ほどお伺いしましたら、いろいろ

な取り組みをされていらっしゃるなと感じましたが、それを従業員の評価に入れていか

ないと、やはりどれだけきっちり売り上げを上げるのか、配り切るのかということだけ

ではなくて、再配達を不要にするための、先ほど出ていた指定場所配達の働きかけとい

うものをどれだけやっているかというようなことをもっと評価のＫＰＩにされていかれ

ると、熱心に取り組まれるのではないかと思いました。 

 ２つ目、研修をもっと集約して、開催上限を決めて、日程は年度の初めに通知をする

ことによって、もう少し仕事の計画が立てやすくなるのではないかと思っています。 

 ３つ目。支社にもっと決裁権を持たせる。全国一律の導入に発展してしまうことを恐

れて、支社の要望に決裁ができていないと見えますので、支社にもう少し決裁権を渡し

ていく、スピーディーな意思決定をし、地域性を出して指示待ち文化を変えていくとい

うことが大事だと思います。 

 ４点目、整理整頓。多過ぎる商材の選別。これを急がれたほうがいいかなと思いまし

た。商材を選別する。商材が多いということは、販促のポスターも全部一律に各局に送

られてくる。送られてきたものは張らなきゃいけないと思って、もう窓中ポスターみた

いになっているケースがあるんですね。 

 私は前職資生堂だったのですけれども、資生堂の営業店では、今はＰＯＳレジから、

うちは高齢層が多いから２０代向けの口紅のポスターは要らない、５０代向けのクリー

ムのポスターだけ欲しいというふうに、自分の店の顧客層に合わせて欲しい販促物を、

ポイントだけ上限が決まっていて、そのポイント内で頼めるだけ頼むという、自発的に

販促物をとりに行くという手法になっています。これを制作の前にやりますので、印刷

数もそれに合わせて印刷するとなっています。こうしていかないと、せっかくつくった

販促物は有効に使われないですし、店が汚くなりますので、それをやっていかれるとい

いかなと思いました。 

 ５つ目、郵便・ゆうちょ・かんぽのデジタル戦略を一元化したほうがいいと思います。
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共働き夫婦は何でもスマホの中で完結したいと思っています。私はぽすくま君は大好き

でして、再配達用のＬＩＮＥがすごく便利で、ぴっと２次元バーコードを送れば「何時

に送る、これでいい」とか聞いてくれるので、「いいよ」とか返事をして一瞬で終わる

ので、あれはものすごくよくできたＬＩＮＥのＡＩだなと思っているのですけれども、

もっとほかのゆうちょやかんぽの商品もうまくアプローチできるように、顧客との関係

性をつくっていかれるといいかなと思いました。 

 ちなみに私が郵便局との接点を初めて持ったのは、小学校の給食費の引き落としがゆ

うちょ銀行指定なんですね。なので、多くの共働き夫婦はそのとき初めて郵便局の口座

をつくります。これがとても重要な接点なので、ここで青壮年層にポジティブにアプロ

ーチしていかないと、嫌々郵便局の口座１個つくっただけになりますので、できればア

プリのダウンロードの紙も一緒に学校で配ってもらって、そこの２次元バーコードを押

して、アプリを入れたら、ゆうちょもかんぽも郵便も全部そこからできるという形にで

きれば、３社でそれぞれ費用をかけていないで一元化して、できる限りユーザーには１

個のものだと見えるような形で連携してやっていかれるのが今後大事かなと思っていま

す。共働きの夫婦にとっては、忙しいときに訪問されたり、窓口でゆっくり説明される

ほうが企業イメージが下がるので、本当に効率的にやっていかれると業績が上がるので

はないかと思っています。 

 最後まとめということで、最後のスライド、２１ページをご覧いただければと思いま

す。２０万人の規模である日本郵便の働き方改革というのは、国民に大きなメッセージ

になると思います。最も国民に身近な存在である企業ですので、特に地方の中小企業で

は、働き方改革するとサービスレベルが落ちるとか、売り上げを諦めるというような話

題になりがちなのですけれども、トライアルをされた郵便局さんでは、むしろ喜ばれる

価値を増やして売り上げ増という形になっていました。こうしたことを組織全体に広げ

て、この国の代表的な事例となるようにぜひ頑張っていただきたいと思っています。 

 働き方改革で魅力的な組織にしませんと、今後ますます職員の確保、優秀な人材の確

保ができなくなって、ユニバーサルサービスの履行ができなくなって、これは国民にと

っても大きな損失ということですので、働き方改革はそのためにやっている、ユニバー

サルサービスの継続的発展のためにやっているということを発信・宣言をぜひしていた

だきながらやっていただきたいと思います。 

 また最後に、民間企業と違って、障壁となる点に法律の制約というのが非常にあるな
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と感じました。少ない人員で機動的に成果を出すためには、障壁となっている法律は今

後前向きに改善の検討を進めていただきたいと思っております。 

 以上です。ありがとうございました。 

○米山主査  ありがとうございました。 

 それでは、時間にも制約がありますので、早速ただいまのご説明について質問があれ

ば、どうぞお願いいたします。 

○東條主査代理  どうもありがとうございました。大変勉強になりました。 

 このお話を聞くと、日本郵便様、まだまだ随分やることあるなという感じがするので

すけれども、このあたりはどのように受けとめられているのか、ちょっとお伺いしても

よろしいですか。 

○小池執行役員  大変耳の痛い話ばかりでございまして、謙虚に受けとめたいと思って

おります。確かにおっしゃるとおり、我々やることがまだいっぱいありますので、そう

いったことは引き続きやっていきたいと思います。まさに法律によらないでできること

がいっぱいあるよねということでございますので、そこについては会社挙げて当然やっ

ていくと考えています。 

 こちらのスライドにも、これは１４ページですか、ありましたけれども、本社でも超

過勤務の時間は毎月追っております。支社でも追っております。当然郵便局でも見てい

るわけですけれども、目に見える形で減らしていこうと。当然その時間を減らすことに

は内実が伴わないといけないわけですから、仕事のやり方も含めて見直しをしていくと

やっておりますので、引き続きそういったことはやっていきたいと思いますし、例えば

研修が多いですとか商材が多い、それから車両の管理がアナログだといったところはあ

りますので、個別のところはどうやっていくのかといったような話は、今、いただいた

ことを持ち帰りまして、具体的に担当の部署と話をしていくことで進めてまいりたいと

存じます。 

○東條主査代理  今、初めてこういったご提案をお聞きになったわけではないと思うの

ですけれども、そのあたりはどうですか。今持ち帰られても困るのですけれども。 

○小池執行役員  改めてということでございまして。言葉が足りず、失礼いたしました。 

  当然意識をしているところはしておりますので、そこにつきましては、改めてこうい

ったご指摘を受けたということは謙虚に受けとめてやっていきたいと思っております。

今日もご指摘いただいたように、なかなか本社の決裁スピードが遅いですとか横並びだ
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というのは本当に身につまされるところもございますので、既に手を入れ始めていると

ころ、その度合いの深さがいろいろとございますので、まだまだのところはさらにやる

ということで、いろいろ各部多岐にわたりますけれども、せっかくこういう場でお話を

いただいたものですから、手をつけていないということではないのですけれども、深掘

りをさらにさせていただきたいと思っております。 

○米山主査  よろしいでしょうか。 

○東條主査代理  はい。 

○米山主査  ほかに何か。横田専門委員。 

○横田専門委員  すごくいろいろなお話をありがとうございました。会津若松で実は戊

申１５０年の切手を販売していただいたときに、すごい瞬殺で、皆さんが並んでまで買

ったということがありました。そういうふうに話題があるものをやれば本当にすごく売

れるのです。先ほどの商材の話なのですが、やはり窓口周りの物がすごく多くて、私も

この仕事をお手伝いしてから、郵便局に行ったら何か買ってあげたいという気持ちにな

りますが、正直、一生懸命見るんですけれども、やはり要らないなという感じになって

しまいます。すみませんが大変だと思いますけれども、一度リスト化されて、売れてい

る、売れていないというのを整理されて、売れないものは置かないという判断にしてい

ただければいいかなと思いますので、前向きによろしくお願いいたします。 

○小池執行役員  ありがとうございます。 

○米山主査  ありがとうございます。ほかに何か。 

○東條主査代理  小室さんにお伺いしたいのですが、佐川急便の例で、先発・中継ぎ・

抑えと３チーム編成に変える。このときに情報共有強化が重要なキーワードになってい

ると思うのですけれども、具体的にどういうような形で強化したのか、教えていただけ

ますか。 

○小室代表取締役社長  ありがとうございます。１人の方がご担当されていると、この

顧客はこうだからというのを自分の頭に入っていると思っていらっしゃるので、どこに

書いているわけでもなく、自分の頭に入れてということをそれまでずっとされていまし

た。３人で担当するということになると、このお宅は何時から何時は不在にしがち、お

そらく共働きだろうとか、こういうものをご提案したらを、まずリストにすることを初

めてやったんですね。 

 そういうことは１人でやる限りにはほぼ必要ないことなので、それをリストにしたと
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ころ、忙しい中で１人でやっていると、追加の提案はなかなかしないということがある

のですが、３人で限られた時間の中で対応すると、それぞれが、ここだったらこういう

ことを提案してみようかなとか、こういうお話をしてみようかなというのをそれぞれが

データベースに基づいて、個別対応を以前よりきちんとやるようになって、またその反

応をほかの人に説明しなくてはいけないので、前後の人に説明するために、こういう提

案をしてみたけどだめだったというのはきちんと書くんですね。そうすると同じことを

何度も言われたりしませんので、一つ一つのお取引先のデータベースがきちんと充実し

ていって、その方たちが退職して別の人が入っても、最初からノウハウが豊富な状態で

スタートできるという、今までは１人の人が担当始めて１年ぐらいすると、大体そうい

うことが頭に入ってくるといったことは徐々に起きていたのですけれども、誰が切りか

わっても、最初から豊富なデータベースと一緒に仕事ができるという状態に変わりまし

た。 

○東條主査代理  文章として充実していくという形なのですか。 

○小室代表取締役社長  そうです。 

○東條主査代理  そうすると、一定の量まではとても便利なのですけれども、だんだん

このリストが増えてくると、読むこと自体が大変になってくるのかなというのが１点と、

それから、リスト化してデータベースに載せるのにかけている時間は大体どのぐらいか

という概算がありますか。 

○小室代表取締役社長  待ち時間であったりだとか、そういう時間でやっておられる形

なのです。 

 何かうまくいかないときに、そもそもこのお宅はどうだっけということを立ち返ると

きに見るぐらいで、いつも始めるときに全部見るということではないというふうに観察

されました。ありがとうございます。 

○米山主査  ありがとうございます。 

 ほかに、いかがでしょうか。 

 それでは、そろそろ予定の時間も過ぎておりますので、以上で本日の議題を終了させ

ていただきたいと思います。 

 本日お越しいただきました小室様におかれましては、働き方改革の重要性について貴

重な意見をいただきありがとうございました。大変重要な視点であり、今後の検討に当

たって十分考慮していく必要があると感じております。 
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  （４）その他 

 

○米山主査  最後に事務局から、次回の会合について連絡をお願いしたいと思います。

よろしくお願いします。 

○藤田郵便課長  次回の委員会は、１０月１２日の金曜日１５時から開催予定とさせて

いただいております。議題は今日の働き方改革のお話を踏まえまして、郵便局の現場管

理者の方、それから日本郵政グループ労働組合の方からヒアリング、その他を予定して

おります。詳細につきましては、別途ご連絡いたします。 

 

閉  会 

 

○米山主査  それでは、本日の委員会を終了いたします。 

 次回の委員会の日程につきましては、ただいまご連絡がありましたとおり、１０月１

２日の金曜日となります。 

 以上で閉会いたします。ありがとうございました。 

 

 


